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議事日程 

      第１ 諸般の報告 

      第２ 会議録署名議員の指名 

      第３ 会期の決定 

      第４ 報告第５号 

         （平成２３年度野洲市健全化判断比率及び資金不足比率の報告につい

て） 

報告 

      第５ 議第５６号から議第８４号まで一括上程 

         （専決処分につき承認を求めることについて（平成２４年度野洲市一

般会計補正予算（第２号）他２８件） 

         提案理由説明 

      第６ 決算特別委員会の設置及び委員の選任 

      第７ 決算特別委員会の正副委員長の互選結果の報告 

市長提出議案 

議第 ５６号 専決処分につき承認を求めることについて（平成２４年度野

洲市一般会計補正予算（第２号） 

議第 ５７号 平成２４年度野洲市一般会計補正予算（第３号） 

議第 ５８号 平成２４年度野洲市国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第１号） 

議第 ５９号 平成２４年度野洲市後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第１号） 

議第 ６０号 平成２４年度野洲市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

議第 ６１号 平成２４年度野洲市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

議第 ６２号 平成２４年度野洲市墓地公園事業特別会計補正予算（第１号） 

議第 ６３号 平成２３年度野洲市一般会計歳入歳出決算の認定について 

議第 ６４号 平成２３年度野洲市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

議第 ６５号 平成２３年度野洲市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について 
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議第 ６６号 平成２３年度野洲市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

議第 ６７号 平成２３年度野洲市地域医療振興資金貸付事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

議第 ６８号 平成２３年度野洲市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

議第 ６９号 平成２３度野洲市墓地公園事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

議第 ７０号 平成２３年度野洲市基幹水利施設管理事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

議第 ７１号 平成２３年度野洲市工業団地等整備事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

議第 ７２号 平成２３年度野洲市土地取得特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

議第 ７３号 平成２３年度野洲市水道事業会計決算の認定について 

議第 ７４号 野洲市防災会議条例の一部を改正する条例   

議第 ７５号 野洲市災害対策本部条例の一部を改正する条例 

議第 ７６号 野洲市道路占用料条例の一部を改正する条例について 

議第 ７７号 指定管理者の指定期間の変更につき議決を求めることについ

て（野洲文化ホールほか） 

議第 ７８号 指定管理者の指定期間の変更につき議決を求めることについ

て（野洲市総合体育館） 

議第 ７９号 指定管理者の指定期間の変更につき議決を求めることについ

て（野洲市中主Ｂ＆Ｇ海洋センター） 

議第 ８０号 指定管理者の指定期間の変更につき議決を求めることについ

て（野洲市市民グラウンド） 

議第 ８１号 指定管理者の指定期間の変更につき議決を求めることについ

て（野洲市体育センター） 

議第 ８２号 市道路線の認定及び廃止について 

議第 ８３号 和解について 
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議第 ８４号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについて 

開議       午前９時００分 

議事の経過 

（開会） 

○議長（田中良隆君） （午前９時００分） 皆さん、おはようございます。 

 今朝は大分涼しくなってきて、秋の気配を感じるようになりました。ぼちぼちコンバイ

ンも動きかけて刈り取りも始まったわけでございますが、今年は非常に猛暑であったとい

うことで豊作基調ではないかなという、農家の皆さんはかなり期待をされております。 

 本日から、いよいよ８月議会スタートするわけですが、今日から懸案でありましたイン

ターネットのライブ中継が行われております。現在、行われております。世界中で、いろ

いろな方が見ておられると思います。より一層の緊張感を持って進めたいと思いますので、

ご協力よろしくお願いを申し上げます。 

 ただいまの出席議員は２０名であります。定足数に達しておりますので、平成２４年第

３回野洲市議会定例会を開会いたします。 

ただちに本日の会議を開きます。 

（日程第１） 

○議長（田中良隆君） 日程第１、諸般の報告を行います。 

 出席議員２０名全員であります。 

 次に、本日の議事日程は既に配布済みの議事日程のとおりであります。 

 次に、本定例会に説明員として出席通知のあった者の職氏名は、お手元に配布しており

ます文書のとおりでありますのでご了承願います。 

 次に、平成２４年第２回野洲市議会定例会において可決されました「県道整備にかかる

予算の確保を求める意見書」ほか２件につきましては、平成２４年６月２７日付をもって

内閣総理大臣を初め関係方面に提出しておきましたので、ご了承願います。 

 次に、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、平成２３年度財団法人野洲市

文化スポーツ振興事業団事業報告書及び決算書、第２１期野洲市湖岸開発株式会社事業報

告書及び財務諸表、第２２期野洲市湖岸開発株式会社事業計画書及び財務諸表が、また地

方自治法第１８０条第２項の規定に基づき専決処分報告書が市長より提出され、別途配布

またはお手元に配布しておきましたのでご了承願います。 

 （日程第２） 
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○議長（田中良隆君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は会議規則第１２０条の規定により、第１０番、坂口哲哉君、第１１番、

立入三千男を指名いたします。 

（日程第３） 

○議長（田中良隆君） 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りをいたします。 

 本定例会の会期は、本日から９月２１日までの２５日間にしたいと思います。これにご

異議はございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（田中良隆君） ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から９月２１日までの２５日間と決定いたしました。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、既に配布済みの会期日程のとおりであります

のでご了承願います。 

 （日程第４） 

○議長（田中良隆君） 日程第４、報告第５号「平成２３年度野洲市健全化判断比率及び

資金不足比率の報告について」、市長の報告を求めます。 

 市長。 

○市長（山仲善彰君） 議員の皆さん、おはようございます。本日ここに平成２４年第３

回野洲市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様には全員ご出席を賜り、厚く

お礼申し上げます。 

 それでは、今議会に提出させていただきます議案につきまして、ご説明申し上げます。

本定例会におきましては、報告事項としまして、平成２３年度の決算に基づく健全化判断

比率及び資金不足比率について１件、議案といたしまして専決処分の承認１件、平成２４

年度補正予算６件、平成２３年度決算の認定１１件、条例の一部改正３件、その他７件、

人事案件１件の合計２９件につきましてご審議をお願いするものでありますので、よろし

くお願い申し上げます。 

 それでは、報告をさせていただきます。報告第５号平成２３年度野洲市健全化判断比率

及び資金不足比率について、ご報告いたします。議案書１ページをごらんください。まず、

１番の健全化判断比率のうち、実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、いず

れも赤字ではないため数値が表れないことからバーで表記をしております。実質公債比率
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につきましては、３カ年平均で１６％となり、早期健全化基準である２５．０％を下回っ

ております。将来負担比率につきましては、７６．９％で、これも早期健全化基準の３５

０％を下回っております。対前年度比では、２８ポイントと大きく改善しており、この主

な要因といたしましては、算出式の分子となる将来負担額のうち、公営企業負債等繰入見

込額において流域下水道建設負担金の精算がなされ、公債費の扱いに準ずる繰り足し額が

著しく減少したことによるものであります。 

 次に、資金不足比率につきましては、水道事業会計、下水道事業特別会計、工業団地等

整備事業特別会計、いずれも資金不足を生じていないことから、数値としては表れており

ません。 

 以上、報告といたします。 

 （日程第５） 

○議長（田中良隆君） 日程第５、議第５６号から議第８４号まで、専決処分につき承認

を求めることについて（平成２４年度野洲市一般会計補正予算（第２号））他２８件を一括

議題といたします。 

 事務局に議件を朗読させます。 

○事務局長（東郷達雄） 朗読いたします。議第５６号専決処分につき承認を求めること

について（平成２４年度野洲市一般会計補正予算（第２号））、議第５７号平成２４年度野

洲市一般会計補正予算（第３号）ほか補正予算５件、議第６３号平成２３年度野洲市一般

会計歳入歳出決算の認定についてほか決算認定１０件、議第７４号野洲市防災会議条例の

一部を改正する条例ほか条例改正２件、議第７７号指定管理者の指定期間の変更につき議

決を求めることについて（野洲市文化ホールほか）ほかその他の案件６件、議第８４号人

権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについて、以上でございます。 

○議長（田中良隆君） 議件の朗読が終わりましたので、市長の提案理由の説明を求めま

す。 

 市長。 

○市長（山仲善彰君） それでは、順次、議案についてご説明を申し上げます。  

 議第５６号専決処分につき承認を求めることについて、ご説明申し上げます。平成２４

年度野洲市一般会計補正予算（第２号）の補正予算書１ページをごらんください。平成２

４年度野洲市一般会計補正予算（第２号）につきましては、市内大手法人からの法人市民

税の確定申告により、予定納税分の還付及び還付加算金が生じたことから、１億１０１万
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１，０００円を追加計上したものであります。この件につきましては、還付加算金の金額

を抑えるため速やかな処分を行わせたものであります。 

 次に、議第５７号から議第６２号までの平成２４年度野洲市一般会計補正予算及び特別

会計補正予算について、概要をご説明申し上げます。 

 まず、議第５７号平成２４年度野洲市一般会計補正予算（第３号）につきましては、３

億９，７０５万３，０００円を追加するものです。 

次に、地方債の補正につきましては、旧分庁舎改修事業の追加補正に伴う合併特例債の

増額を初めとし、臨時財政対策債の発行可能額算定結果に伴う減や、財政対策として減収

補てん債の発行等で総額２億２，２１８万３，０００円を変更追加するものです。 

続きまして、歳出の主な内容についてご説明申し上げます。総務費では、財政管理費で

平成２３年度一般会計決算実質収支額の２分の１相当分を財政調整基金に積み立てるため

２億５，０００万円を追加しようとするものです。庁舎等改修事業費では、旧分庁舎の改

修の実施設計を進めていく中で、老朽消防設備等を改修する必要が生じたことや、市民サ

ービスセンターを移転して市民の利便性を向上するための所用分を追加するものです。 

民生費では、住宅手当緊急特別措置事業費で、住まい対策等支援事業の申請者の増加分

を追加計上し、障がい者自立支援費では、障がい者自立支援緊急特別対策事業として、新

体系移行後の事業所が安定的な事業運営を図るための助成等を新規に計上するものです。 

衛生費では、予防費で生ポリオワクチン由来とする麻痺など二次感染を防止する方策と

して、不活化ワクチンが薬事承認されたことに伴って、本年９月より医療機関での予防接

種のための費用を追加するものです。 

なお、制度変更に伴う費用については全額市町村負担となっていることから、今後、国

及び県に財源措置するよう要望していきたいと考えております。 

土木費の街路事業費では、野洲駅北口駅前広場歩道橋計画の設計費用及び市三宅東部区

画整理事業地に隣接する市道市三宅小南線において土地利用の変化により予想される交通

渋滞等を防止するため、新しく右折レーンを設置するための設計費用を追加するものです。 

消防費の消防団活動費では、第４７回県消防総合訓練大会ポンプ車総合の部において本

市消防団が優勝したことにより、１０月に開催される全国大会への選手や要員の旅費やポ

ンプ車輸送経費等を追加するものです。 

教育費では、小学校施設整備費で北野学区での宅地開発による児童増加に備え、北野小

学校における普通教室６教室分等の増築計画の設計費を追加するものです。 
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一方、歳入につきましては、地方交付税では、主に基準財政収入額の当初見積額との差

によりまして１億７，００８万８，０００円を減額し、県補助金においては障害者自立支

援事業費等補助金の新規計上や住まい対策等支援事業費補助金の追加などを、繰入金では

介護保険事業特別会計の精算による繰入金を、諸収入で学童保育所の過年度分指定管理料

の精算金などをそれぞれ追加し、市債は先ほどの地方債補正の説明のとおりであります。 

次に、議第５８号平成２４年度野洲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）に

つきましては、１億６，６７５万９，０００円を追加するものです。前年度の保険給付費

の確定による国、県及び社会保険診療報酬支払基金等の精算による受払いや、決算剰余金

の一部を国民健康保険事業財政調整基金に積み立てるものです。 

次に、議第５９号平成２４年度野洲市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

きましては、６９８万５，０００円を追加するものです。後期高齢者医療広域連合納付金

で平成２３年度出納整理期間中に収入いたしました保険料分を、平成２４年度納付金とし

て支出するものです。 

次に、議第６０号平成２４年度野洲市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につき

ましては、３，１８８万１，０００円を追加するものです。前年度の介護給付費地域支援

事業の額の確定に伴い、国、県、社会保険診療報酬支払基金及び市に対し交付金等を精算

し、加えて市には前年度の人件費及び事務費の精算をするため、それぞれ所要額を追加補

正するものです。 

次に、議第６１号平成２４年度野洲市下水道事業特別会計補正予算（第１号）につきま

しては、１３０万７，０００円を追加するものです。汚水排水量の算定誤りにより、下水

道使用料を平成１６年９月から６年８カ月間過大に徴収していたことが平成２３年５月に

判明し、当事者との協議を進めてきており、今般、地方自治法及び地方税法の規定に基づ

き過去５年分の還付金を計上するものです。 

次に、議第６２号平成２４年野洲市墓地公園事業特別会計補正予算（第１号）につきま

しては、３７３万２，０００円を増額するものです。さくら墓園の一部で発生している地

盤沈下の修繕工事の手法を検討するための調査委託料の追加補正と、残りの決算剰余金を

墓地公園整備基金に積み立てるものです。 

次に、議第６３号から議第７３号までの平成２３年度各会計決算の認定につきまして、

ご説明申し上げます。 

まず、議第６３号一般会計歳入歳出決算については、各会計歳入歳出決算書の１４ペー
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ジをごらんください。歳入決算額は２０４億１，７４４万５，８８６円、歳出決算額は１

９７億８，０８１万７，１６４円で、歳入歳出差引額は６億３，６６２万８，７２２円と

なり、翌年度へ繰り越すべき財源の１億３，７６０万１，０００円を控除した実質収支額

は４億９，９０２万７，７２２円となりました。平成２３年度決算の特徴を申し上げます

と、歳入につきましては、法人市民税収が景気低迷状況の中で一時的ではあるものの若干

回復基調の兆しが見え、前年度に比べ法人市民税が３億９，０００万円の増収となりまし

た。しかし、平成２４年度は、現時点では逆に減収が見込まれている状況であります。一

方、歳出では、小中学校の耐震化整備事業もほぼ完了に近づき、子育て支援策である学童

保育所施設整備が完了し、待機児童の解消を図ることができました。 

次に、議第６４号国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算については、２４ページをご

らんください。歳入決算額は４５億３，４３２万２，７５０円、歳出決算額は４３億２，

９０１万５，２９７円で、歳入歳出差引額は２億５３０万７，４５３円となりました。黒

字額の主な要因は、普通調整交付金が申請額を上回る決定があったことや、保険給付費が

予測を下回ったことなどによるもので、平成２４年度に精算還付が発生いたします。 

次に、議第６５号後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算については、３０ページをごら

んください。歳入決算額は３億６，６６６万３，８４３円、歳出決算額は３億５，９３１

万９，１０５円で、歳入歳出差引額は７３４万４，７３８円となりました。２３年度末現

在の被保険者数は４，９５３人で、２２年度からは２１０人増加しております。 

続きまして、議第６６号介護保険事業特別会計歳入歳出決算については、３８ページを

ごらんください。歳入決算額は２８億３，７９９万５，４０２円、歳出決算額は２７億９，

２４７万４，６５１円で、歳入歳出差引額は４，５５２万７５１円となりました。保険給

付費では、対前年度比で約８，５００万円、率にして３．４％の増となりました。 

続きまして、議第６７号地域医療振興資金貸付事業特別会計歳入歳出決算については、

４４ページをごらんください。この会計については、歳入決算額及び歳出決算額とも２，

４６７万５，０００円となっております。 

次に、議第６８号下水道事業特別会計歳入歳出決算については、５０ページをごらんく

ださい。歳入決算額は２１億５，９７０万８，００９円、歳出決算額は２１億２，７３４

万３，５８３円となり、翌年度へ繰り越すべき財源の５５０万円を控除した実質収支額は

２，６８６万４，４２６円となりました。下水道の使用料収入は、対前年度比で約５，２

００万円、率にして３．９％の減となりました。 



 －10－ 

次に、議第６９号墓地公園事業特別会計歳入歳出決算については、５６ページをごらん

ください。歳入決算額は３，２２７万５，１２５円、歳出決算額２，８５４万２，４５３

円で、歳入歳出差引額は３７３万２，６７２円となりました。 

続きまして、議第７０号基幹水利施設管理事業特別会計歳入歳出決算については、６２

ページをごらんください。歳入決算額は１，３３０万３，０００円、歳出決算額は１，３

２９万４，９０２円で、歳入歳出差引額は８，０９８円となりました。 

次に、議第７１号工業団地等整備事業特別会計歳入歳出決算については、６８ページを

ごらんください。歳入決算額は１３億２，６７８万７，４１０円、歳出決算額は１３億２，

６７６万４，７３４円で、歳入歳出差引額は２万２，６７６円となりました。 

次に、議第７２号土地取得特別会計歳入歳出決算については、７４ページをごらんくだ

さい。歳入決算額は１３億４，６９６万４，９５５円、歳出決算額は１３億４６５１万３，

５８４円で、歳入歳出差引額は４５万１，３７１円となりました。ご承知のとおり、野洲

駅前の旧アサヒビール所有地を１２億５，０００万円で購入をいたしております。 

議第７３号水道事業会計決算については、別冊の水道事業会計決算書をごらんください。 

まず、１ページをごらんください。収益的収入及び支出でありますが、収入決算額が８

億１，８４４万４，９３０円に対し、支出決算額が８億６８６万５，５５７円で、収支差

引額は１，１５７万９，３７３円の黒字決算となりました。２３年度におきましては、給

水収益が伸びたこと、引き続く経営改善等支出の抑制が要因と見ております。 

 なお、３ページの損益計算書税引後では７５２万５５３円の純利益を計上することがで

きました。 

次に、２ページをごらんください。資本的収入及び支出につきましては、収入決算額が

２，６１４万１，４１５円に対し、支出決算額が２億６，８９８万６５４円で、資本的収

入が資本的支出に不足する額の２億４，２８３万９，２３９円は、当年度分損益勘定留保

資金消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てんをしております。 

議第７４号野洲市防災会議条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。

本議案につきましては、災害対策基本法の一部を改正する法律の施行に伴い、市の防災会

議の所掌事務に司法の諮問に応じ防災に関する重要事項を審議すること及び司法に意見を

述べることを規定すること、委員の選出基準に自主防災組織を構成する者または学識経験

者を加えること、その他所要の改正を行うものです。なお、本条例は交付の日から施行す

るものです。ただし、第３条の改正規定は平成２４年１０月１日から施行するものです。 
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議第７５号野洲市災害対策本部条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げま

す。本議案につきましては、災害対策基本法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の

改正を行うものです。なお、本条例は交付の日から施行するものです。 

議第７６号野洲市道路占用料条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。

本議案につきましては、占用料の算出に当たって参考としていた道路法施行令の一部を改

正する制令の施行に伴い、本市の市道占用料を改正するものです。なお、本条例は平成２

５年４月１日から施行するものです。 

議第７７号から議第８１号指定管理者の指定期間の変更について議決を求めることにつ

いて、ご説明申し上げます。本議案につきましては、平成２１年第８回市議会定例会で議

決をいただいた財団法人野洲市文化スポーツ振興事業団を指定管理者とする野洲文化ホー

ル、文化小劇場、さざなみホール、総合体育館、中主Ｂ＆Ｇ海洋センター、市民グラウン

ド、体育センターについて、指定管理の期間を平成２５年３月３１日までとするものです。

その理由につきましては、本年８月３日の事業団理事会において、職員の高齢化による人

事の硬直化や指定管理者制度による運営上の不安定さ等により解散を議決されたことによ

るものです。 

議第８２号市道路線の認定及び廃止について、ご説明申し上げます。本議案につきまし

ては、竹生地先での宅地開発に伴い当該路線を市道認定する必要があること、また北桜地

先の第二びわこ学園への貸与地及びその隣接する市有地の法定外公共物の権利整理を行う

中で、一部市道を廃止する必要が生じたため、路線をいったん廃止し新たに認定すること

について、道路法第８条第２項及び第１０条第３項に基づき議会の議決を求めるものです。 

議第８３号和解について、ご説明申し上げます。本議案につきましては、平成２３年１

１月４日に議決をいただきました篠原小学校校舎改築工事におけるエレベーター昇降路の

設計不整合により発生した損害賠償請求を行う訴えの提起に関して、平成２４年７月４日

に開廷された当損害賠償請求事件の第４回裁判において、裁判官から和解の勧告を受けた

ことから、原告及び被告の代理人弁護士の協議により提示された和解条項に同意し和解す

ることについて、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に基づき議会の議決を求める

ものです。 

議第８４号人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについて、ご説明申し上

げます。本議案につきましては、本市の人権擁護委員８名のうち２名が平成２４年１２月

３１日で任期満了となることから、人権擁護委員候補者を法務大臣へ推薦することにつき、
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人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるものです。福谷巌さんは平

成１９年１月１日から人権擁護委員として２期６年間、川端初美さんは１期３年間ご活躍

いただいており、お二人とも熱意ある人権擁護活動をしていただいているところでありま

す。これまでの実績から人権擁護委員として適任と考え、引き続きご活躍いただきたく、

平成２５年１月１日から平成２７年１２月３１日までの人権擁護委員候補者として推薦す

るものであります。 

以上、提案理由とさせていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。 

○議長（田中良隆君） 次に、議第６３号から議第７３号までの決算認定について、代表

監査委員の東郷修氏より審査結果の報告を求めます。 

 代表監査委員。 

○代表監査委員（東郷 修君） 皆さん、おはようございます。監査委員の東郷と申しま

す。よろしくお願いします。 

 それでは、平成２３年度一般会計及び特別会計並びに公営企業会計の決算審査の概要に

つきまして報告申し上げたいと思います。 

 まず、２３年度野洲市一般会計について、ご報告させていただきます。お手元の意見書

をごらんいただければ結構かと思います。地方自治法第２３３条第２項の規定に基づき審

査に付されました平成２３年度一般会計歳入歳出決算並びに付属書類につきまして、その

内容を詳細に審査いたしました。決算並びに付属書類とも、関係法令に準拠して作成され

ており、その計数は正確であり、いずれも予算に基づき概ね適正に執行されていると認め

ました。 

 ところで、近年の我が国の経済でございますけれども、いわゆる景気は東日本大震災の

影響により依然として厳しい状況にある中で、緩やかな持ち直し傾向であると申されてお

ります。雇用情勢は依然として厳しい状況であるとも認識しております。 

このような経済環境のもと、本市では法人市民税が平成２３年度増収となったものの、

合併後のピーク時の２分の１程度まで落ち込んでいます。市では、財政健全化集中改革プ

ランを着実に実行しながら、緊急度の高い事業に優先的に取り組み、市民サービスを低下

させないように積極的な施策展開が図られたところでございます。 

賑わいと安心の「もっと元気な野洲」を実現するため、野洲駅周辺都市基盤整備事業と

して、野洲駅を中心とする駅前広場、周辺道路のバリアフリー化工事等、さらに教育施設

耐震工事事業の実施、子育て支援施策として学童保育所施設整備などに取り組まれ、概ね
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計画どおりの事業執行が図られてまいりました。これらの施策の推進について、関係各位

のご尽力に深く敬意を表するものでございます。 

しかしながら、篠原小学校校舎改築工事におけるコンクリート打設の施工不良により、

大幅な事業の遅れが生じました。このことについては、一刻も早く安全で安心な、また快

適な教育環境が確保できるように、最大の努力をはらっていただくことを望むものであり

ます。 

 さて、一般会計の決算状況でありますが、歳入決算額２０４億１，７４４万５，８８６

円、歳出決算額１９７億８，０８１万７，１６４円で、歳入から歳出を差し引いた額６億

３，６６２万８，７２２円の黒字決算となり、翌年度へ繰り越すべき財源の１億３，７６

０万１，０００円を控除した実質収支額は４億９，９０２万７，７２２円となったところ

でございます。 

次に、特別会計につきまして、歳入歳出決算並びに付属書類は、ともに関係法令に準拠

して作成されており、その計数は正確であり、いずれも予算に基づき概ね適正に執行され

ているものと認められました。 

 なお、全ての特別会計において、その実質収支は黒字決算となっております。 

決算審査意見の２６ページから、一般会計及び特別会計に係る主な内容と意見をまとめ

ております。 

まず、市税については収納率が９６．６％であり、昨年度より０．１ポイント上昇して

おります。今後も引き続き税収の確保に努めていただくとともに、税外収入につきまして

も、公平・公正性の原則に立って厳正な態度で臨み、収納率の向上と収入未済の発生防止

に努めることにより、市全体として適正な債権管理を望むものであります。特に税外収入

につきましては、保育料の滞納整理マニュアルの作成や学校給食負担金徴収マニュアルの

適正な事務の執行が重要であると考えております。 

また、特別会計の国民健康保険税の収納率は８０．７％であり、昨年度より１ポイント

減となっております。このように間もなく８０％を切る段階まできている収納率の低下は

今後の国保財政に与える影響を危惧せざるを得ません。早期の対策が必要であると考えま

す。 

次に、普通会計による財政構造の分析としましては、実質公債費比率が１６％で、対前

年度比０．１ポイント上昇となり、経常収支比率は９１．１％で、対前対年度比２．８ポ

イント悪化し、財政の硬直化が懸念されるところでございます。より一層、義務的な経費
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並びに経常的な支出の削減に努めていただく必要があると考えております。 

また、一般会計及び特別会計の市債現在高は４３２億１，２００万円余りであり、前年

度に比べ４億６，１００万円の増となっております。 

普通交付税算入率の高い合併特例債の有効活用に努めていただいておりますが、今後の

クリーンセンターの更新、幼保一体化に向けた施設整備等については、多額の市債発行が

計画されております。施設整備に関し、可能な限りその経費を削減することにより、市債

発行の抑制に努めていただくとともに、借金依存体質からの脱却に向けた取り組みが必要

であると考えます。 

市行政をめぐりましては、社会経済情勢の変化に伴い、行政需要が山積する中で、健全

な財政運営を維持することが大きな課題でもあり、行政内部の無駄を徹底的に省き、効率

的な行政運営を行う必要があります。さらに、今日までの行政サービスや事務事業のあり

方を評価・点検し、再構築されることが求められております。さらなる市民福祉の向上を

目指し、職員一丸となって邁進されることを期待するものであります。 

次に、平成２３年度野洲市水道事業会計について、ご報告申し上げます。 

地方公営企業法第３０条第２項の規定に基づき、審査に付されました野洲市水道事業会

計の決算並びに付属書類につきまして、その内容を審査いたしました結果、ともに関係法

令に準拠して作成されており、証拠書類及び関係諸帳簿とも計数はいずれも正確であり、

当年度の経営成績及び財政状況を適正に表示されております。 

当年度の年間総配水量は７７２万９，０００立法メートルで、総給水量は６３６万８，

０００立法メートルであります。この結果、有収率は８２．４％と、前年度に比べ０．３

ポイント下回り、依然低い水準であることから、漏水調査の精度を高め、漏水の早期発見、

早期修繕により、無効水量を減少させることにより、水道事業の信頼性の確保と一層の有

収率の向上を図っていただきたいと思います。 

次に、経営実績では、事業収益は前年度に比べ０．８％増の７億８，０３７万８，１１

３円、事業費用は０．９％増の７億７，２８５万７，５６０円となり、差し引き７５２万

５５３円の純利益を計上いたしました。 

今後の経営見通しについて見ますと、市内の住宅開発により給水人口の増加は見込まれ

ると思われますが、市民の節水意識の高揚により、大幅な水道使用量の増加は見込めない

と思われます。 

一方、水道施設や管路の更新時期を迎えることから、建設改良費の大幅な増加が予想さ
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れ、水道事業を取り巻く経営環境は一段と厳しさを増すものと予測されます。 

したがって、今後の事業運営に当たりましても、水道利用者に対するサービス向上に努

めるとともに、未収金対策や経費の削減に一層努力され、安心・安全・安定した水の供給

を切に望むものであります。 

次に、財政健全化判断比率の審査においては、平成２３年度の実質公債比率では１６％

となっており、早期健全化基準の２５％を下回っておりますが、昨年度より０．１ポイン

ト悪化しております。 

また、将来負担比率は７６．９％と、早期健全化基準の３５０％を下回っており、可と

したものでございます。が、しかし、将来負担比率の算定に当たって地方債の現在高が昨

年と比較すると４．５％増加していること、こういうことから、中期的な政策見通しを立

てた上で財政構造を改善する新たなプランの策定が急がれます。 

また、公営企業会計不足比率の審査につきましては、水道事業会計、下水道事業特別会

計、工業団地等整備事業等特別会計は、それぞれ資金不足は発生しておりません。良好な

状態にあると認められます。 

決算審査書等に記載されております数字は、対前年度比、比較的良くなっている箇所が

多くみられます。しかし、現在の国の財政状態等を踏まえ、経済情勢及び地方経済の縮小

等の傾向を考えてみますと、楽観できる余地はまったくありません。今後の施策として十

分に配慮すべきだと思われます。 

以上、簡単ではございますが、平成２３年度野洲市一般会計及び各特別会計歳入歳出決

算並びに公営企業会計決算の審査結果と意見を申し述べ、報告とさせていただきます。 

なお、詳細につきましては、お手元の意見書に記載をしてありますので、後ほどごらん

いただきたいと存じます。 

以上、よろしくお願いいたします。終わります。 

 （日程第６） 

○議長（田中良隆君） 日程第６、決算特別委員会の設置及び委員の選任を議題といたし

ます。 

お諮りをいたします。 

 本件については、議第６３号平成２３年度野洲市一般会計歳入歳出決算の認定について

から議第７３号平成２３年度野洲市水道事業会計決算の認定についてまでの審査を行うた

め、委員会条例第６条の規定により、１９名の委員をもって構成する決算特別委員会を設
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置いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（田中良隆君） ご異議なしと認めます。よって、議第６３号平成２３年度野洲市

一般会計歳入歳出決算の認定についてから、議第７３号平成２３年度野洲市水道事業会計

決算の認定についてまでの審査を行うため、委員会条例第６条の規定により、１９名の委

員をもって構成する決算特別委員会を設置することに決定いたしました。 

 ただいま設置されました決算特別委員会委員の選任については、委員会条例第８条第１

項の規定により、議会選出監査委員を除く１９名の議員を指名いたします。 

 暫時休憩をいたします。 

            （午前 ９時４０分 休憩） 

            （午前 ９時５１分 再開） 

○議長（田中良隆君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 （日程第７） 

○議長（田中良隆君） 日程第７、決算特別委員会の正副委員長の互選結果について報告

がありましたので、本職より報告いたします。 

 決算特別委員会委員長に第１１番、立入三千男君、副委員長に第１７番、鈴木市朗君、

以上のとおり互選されましたので報告いたします。 

 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

 お諮りをいたします。 

 明８月２９日から９月３日までの６日間は、議案調査のため休会といたしたいと思いま

す。これにご異議はございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（田中良隆君） ご異議なしと認めます。よって、明８月２９日から９月３日まで

の６日間は休会することに決定いたしました。 

 なお、念のために申し上げます。来る９月４日は午前９時から本会議を再開し、議案質

疑及び一般質問を行います。 

 本日は、これにて散会をいたします。（午前 ９時５２分 散会） 
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野洲市議会会議規則第１２０条の規定により下記に署名する。 

 

                      平成２４年８月２８日 

 

 

 野 洲 市 議 会 議 長     田 中 良 隆 

 

 署 名 議 員     坂 口 哲 哉 

 

 署 名 議 員     立 入 三千男 

 



 －18－ 

 


